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地震に備えて

　地震災害では、道路に多大な被害が生じる恐れがあるため、復旧に時間を要し、緊急時における
救援物資の輸送ルート確保の遅れや輸送時間の増加を招き、支援復旧活動に影響を及ぼす可能性
があります。
　このような教訓を踏まえ、大地震などの緊急時に備え、救助や医療・消防活動、ライフラインの応
急復旧や救急物資の輸送等を円滑に行うため、優先的にガレキなど道路の障害物を除去し（道路啓
開）、いち早く緊急時の道路の通行を確保します。
　また、地震などの大災害を想定した、道路障害物除去訓練を行い、常に災害に備えています。

　緊急輸送道路とは、阪神淡路大震災での教訓を踏まえ、地震直後から発生する緊急輸送を円滑に行うため、高速
自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路と知事が指定する防災拠点を相互に連絡する道路をいい、第
一次～第三次まで設定されています。
大地震などの災害時には、緊急輸送道路の障害物を優先的に除去し、いち早く緊急時の道路の通行を確保します。

　　第一次：応急対策の中枢を担う都本庁舎、立川地域防災センター、重要港湾、空港等を連絡する路線
　　第二次：一次路線と区市町村役場、主要な防災拠点（警察、消防、医療等の初動対応機関）を連絡する路線
　　第三次：その他の防災拠点（広域輸送拠点、備蓄倉庫等）を連絡する路線

緊急輸送道路

　阪神・淡路大震災を契機に、建設業団体等と資機材や労力の提供等に関する具体的な項目を定めた協定を結び、
約500社の地元協力業者により、早期に都道の障害物除去作業を行う体制を整えています。

　地元協力会社が担う障害物除去作業分担図や保有する建設機械・資機材等を明記した緊急道路障害物除去作
業計画書に基づき作業を実施します。

道路障害物の除去

　東京消防庁や警視庁と連携して総合防災訓練を実施し、障害物除去作業を協力会社と合同で行うことで、習熟度
を高め、災害対応力の向上を図っています。

総合防災訓練

災　害
D I S A S T E R

東京都建設局 協力会社

・道路の緊急点検

・道路被災状況及び復旧状況の把握

・障害物除去方針の決定

・道路の緊急点検

・障害物除去及び段差解消等の実作業

（震度6弱以上の場合自主的に出動）被害状況報告

作業指示

復旧完了報告

緊急用河川敷道路　

第二次緊急輸送道路
第三次緊急輸送道路

第一次緊急輸送道路




